
 

10 月 2 日に開催されました常議員会におきまして、下記協議事項が 

承認されましたので、ご案内申し上げます。 

 

【協 議 事 項】 

１．令和 7年度神奈川県予算・政策（個別）要望の件 

２．労働保険事務組合規約変更・事務委託手数料の変更について 

３．新規加入会員承認の件 

４．その他 

 

【報 告 事 項】 

１． 令和 6年度中小企業経済団体合同要望の件 

２． 議員交流会の開催について 

３． 「よこすか産業フェス２０２４」について 

４． その他 

女性会「2024 クリスマスチャリティーディナーショー」について 

 



10月常議員会

令和６年10月２日



令和7年度 神奈川県予算・政策(個別)要望の件

1.国道357号の都市計画決定区間の南下延伸の早期具体化について

2.⾼速横浜環状南線及び横浜湘南道路の早期整備について

3.三浦半島地域幹線道路等建設促進について

(1) 三浦縦貫道路Ⅱ期区間の早期整備

(2) 三浦半島中央道路の早期整備

都市計画決定区間(⼋景島〜夏島)については順調に進捗
能登半島地震にみる多重安全確保の重要性
南下延伸の具体化への要望を強調

北側区間(⻑柄〜桜⼭)の地質(R3)・騒音振動(R4)調査開始
北側区間の住⺠説明会開催
南側区間(国際村〜⼭科台)も併せた環境整備

掘削機故障等のため、横環南(25年度)・湘南道路(24年度)開通延期

協 議 １



令和7年度 神奈川県予算・政策(個別)要望の件
(つづき)

4.物流拠点の整備促進について

(5) 交通渋滞地点の改善

(4) 横浜横須賀道路
”(仮称）横須賀ＰＡスマートインターチェンジ”の整備

(3)三浦半島地域の有料道路料⾦値下げ

「ワンストップ型ETC」効果検証・早期導入(逗葉新道含)
プロモーション強化等、思い切った経営改⾰

横・横道路横須賀IC周辺地区への物流関連企業誘致
(市)令和4年3月誘致計画に位置付け
(市)令和5年1⽉企業等⽴地促進制度の対象業種拡⼤
⇒県の企業誘致施策に「運輸・物流関連事業」を対象化

コロナ禍で停滞した早期整備に向けた対応強化



令和7年度 神奈川県予算・政策（個別）要望の件

項 目 理 由

1. 国道357号の都市計画決定区間の南下延伸
の早期具体化について

国道357号の都市計画決定区間（八景島から夏島まで）については、平
成29年度に工事が着手され、令和3年3月には左折レーンが完成し、海

上ボーリング調査を行うなど着々と進捗しており、県をはじめ関係各位の
尽力に深く感謝しているところである。
令和6年元日に発生した能登半島地震は、甚大な被害が発生し、復旧

にも相当な時間を要することとなる。復旧復興の妨げとなっているのが、
道路の復旧の遅れであり、救援物資や資材等の生命線となる幹線道路
の壊滅は、住民の生活を根本から機能停止させている。この三浦半島で
は、横浜横須賀道路と国道１６号が首都圏への動脈路線であるが、老朽
化やトンネルが多く、また、南海トラフ地震の可能性も高まるなか、巨大
地震の際には、三浦半島全体が陸の孤島と化す危険をはらんでいる。こ
うしたことから、災害時における多重安全確保等、構造的な課題を解決
するためには、国道357号の南下延伸が不可欠であり、早期具体化につ

いて、国の設置した「横須賀地区道路ネットワーク検討会」における議論
をはじめ、引き続き国等へ広範な働きかけを要望する。

2. 高速横浜環状南線及び横浜湘南道路の早
期整備について

高速横浜環状南線及び横浜湘南道路は、圏央道の一部を形成して
おり横浜横須賀道路と連結することで、三浦半島から東名高速、中央道
及び関越道へのアクセス向上と所要時間の大幅な短縮をもたらし、物流
の効率化や北関東方面からの新たな観光客誘致に格段の効果を期待
できる。また、能登半島地震の被災状況を考慮すれば、今後南海トラフ
地震等、大規模災害も想定されるなかで、被災者支援の物資輸送など
緊急輸送道路としての確保が喫緊の課題となっている。
このような様々な課題を解決するために、この2路線の一刻も早い開通

に向け、引き続き積極的な取り組みを要望する。



項 目 理 由

3.

.

三浦半島地域幹線道路等建設促進につい
て

本市が、半島性を克服し、慢性的な交通渋滞の緩和による円滑な他
都市との連携を図りつつ、地域特性を活かした集客・定住人口の増加に
向けて、首都50km圏内都市としての一翼を担うためにも、以下の広域幹
線道路整備の早急な実現を要望するものである。

（1） 三浦縦貫道路Ⅱ期区間の早期整備

三浦縦貫道路は、渋滞が慢性化している県道26号（横須賀三崎）の
バイパス道路としての機能はもとより、市外観光客の誘致促進におい

ても、三浦半島経済圏確立に大きな効果をもたらす重要な路線である。
すでに、取付区間を含めた衣笠～林のⅠ期区間約5.0kmが供用開始
されており、また、Ⅱ期区間のうち、北側の約1.9kmが令和2年8月に
供用開始されたことに対しては、県をはじめとした関係各位のご尽力
に感謝申し上げる。Ⅱ期区間の南側は、平成28年3月改定の「かなが
わのみちづくり計画」に整備推進箇所として位置づけられており、知
事が宣言した西海岸線の整備と併せて残りの約2.5km区間の早期整
備が実現すれば、国道134号の慢性的な渋滞解消だけでなく、三浦半
島地域の観光に大きな効果が期待されるため、引き続き関係各位へ
の一層の働きかけを要望する。



項 目 理 由

(2) 三浦半島中央道路の早期整備

逗子市から湘南国際村を経て、県道26号（横須賀三崎線）に至る三浦
半島中央道路は、平成16年3月に逗葉新道から県道27号（横須賀葉山

線）までの区間が供用開始され、湘南国際村ひいては三浦半島地域への
アクセスが格段に向上することとなった。さらに、湘南国際村から本市域
内における南側区間についても、平成22年9月に湘南国際村山科台線と

して都市計画決定がなされ、今後の進展を期待しているところである。
一方、令和3年度からは北側区間において現地調査(地質・騒音振動)など

の進展がみられ、住民等に対するきめ細かな情報提供などにより、徐々
に理解が深められていることは、県のご尽力の賜物であり、引き続き、南
側区間も含めて早期開通に向け関係各位への働きかけを要望する。

(3)三浦半島地域の有料道路料金値下げ

横浜横須賀道路の通行料金は、平成28年4月1日から値下げが実現
し、また、令和4年3月21日には、本町山中有料道路も無料化されるな
ど、そのご尽力に対し心より感謝申し上げるとともに、観光振興など値
下げ効果を最大限活かせるよう共に尽力していく所存である。
三浦縦貫道路は、開通以来利用交通量が計画を下回るなど、期待し

た効果を実現できず経営環境が厳しい状況が続くなか、イベント通行券
など、利用者の利便性を向上させるプロモーション活動は経営改善
に資する取り組みであるため、今後も強化拡充しつつ、料金値下げに
向けた好循環を生み出していただくと同時に、三浦縦貫道路で令和5年
3月から8月まで実施された「ワンストップETC」の社会実験の効果検証

を行うとともに、逗葉新道も含めた早期導入の道筋を立てていただくよう、
要望する。



項 目 理 由

併せて、逗葉新道は、三浦半島地域の観光振興、交流人口の増加に
多大な効果をもたらしており、三浦半島中央道路の北側区間の早期開
通と共に、地域活性化の重要な核路線となるよう、引き続き、料金値下
げに向けた働きかけを要望する。

(4) 横浜横須賀道路

“（仮称）横須賀ＰＡスマートインターチェンジ”の整備
（仮称）横須賀ＰＡスマートインターチェンジ整備は、本市西地域の横浜
横須賀道路へのアクセス性向上、水産業の輸送支援、観光振興への
寄与、大規模災害に備えた高速道路アクセス向上等が期待できる。平
成27年7月31日に関係各位のご尽力により、国土交通大臣から連結許
可を得られ、現在、上り線入口からの整備に向け鋭意取り組まれてい
ることに、心から感謝申し上げる。コロナ禍により、停滞が余儀なくされ
たことと思われるが、引き続き、早期整備に向けた支援を要望する。

(5) 交通渋滞地点の改善

本市は、三浦半島特有の丘陵、谷戸といった複雑な地形が多数ある
ことから、都市計画道路整備が立ち後れ、各インターチェンジ周辺始め、
市内各所で交通渋滞が日常化し、産業のみならず市民生活にも影響を
余儀なくされている現状である。
そのため、現在計画あるいは工事中の道路を含め、主要交差点にお

ける右折レーン設置等による交通渋滞の早期改善を引き続き要望する。



項 目 理 由

4. 物流拠点の整備促進について 物流が果たす社会インフラとしての役割は、近年の社会環境の変化
の中にあって、経済活動や市民生活を下支えする機能として重要度を
増している。しかしながら、物流2024年問題は、当該業界のみならず、
産業界全体を巻き込む懸念材料となっている。こうした中で、モーダル
シフトに向けた動きが活発化しており、速度制限の影響が僅少な横須
賀港の優位性は、首都圏からの物流強化をはじめ、”重要港湾”であり、
かつ”重点港湾”としての機能拡充に向けた新たな役割を生み出すもの
と考える。
横須賀市では、令和4年3月に「横須賀再興プラン2022-2025」に、横・

横道路横須賀IC周辺地区に物流関連企業の誘致を計画に位置付け
令和5年1月には企業誘致のためのインセンティブ制度(企業等立地促
進制度)を拡充させ、本格誘致に向けた取り組みを積極的に展開しはじ
めた。
新たな企業の進出、物流拠点の整備や物流ネットワークの構築は、

地域経済の活性化に大いに寄与するため、当所としても積極的に推進
していきたい。
国への働きかけはもとより、県の企業誘致施策の特定地域である横

須賀三浦地域に「運輸・物流関連事業」を新たな対象として加えていた
だくことを要望する。



改訂箇所①

旧 条 文 新 条 文 （案）

（労働保険関係等事務の受託）

第２条

第１項 第２項 省略

（労働保険関係等事務の受託）

第２条

第１項 第２項 省略

３、本事務組合が労働保険事務等の処理を受託できる事業

所は次の通りとする。

(１) 横須賀商工会議所の会員企業であること。

(２) 原則的に、所在地域が横須賀市内で、且つ横須賀及び

横浜南公共職業安定所の管轄区域であること。

労働保険事務組合規約変更・事務委託手数料の変更について

協 議 ２

改訂の理由：労働保険保険料に関する法律の改定、
及び労働局の示す規約例を元に文言を変更



旧 条 文 新 条 文 （案）

（委託の解除及び特別加入からの脱退）

第４条

第１項 省略

２、特別組合員が、労働保険事務の処理の委託を解
除しようとするときは、あらかじめ次条に規定する
手続を行い都道府県労働基準局長 の承認を受けな
ければならない。

（委託の解除及び特別加入からの脱退）

第４条

第１項 省略

２、本事務組合は、委託組合員が次の各号に該当す
る場合、労働保険事務等の処理の委託を解除するこ
とができる。

(１) 本商工会議所の定款第１９条（会員権の停止
）、第２０条（脱退）、第２１条（除名）に該当し
た場合

(２) 本商工会議所の会費並びに本規約第１８条に
定める手数料が未納となっている場合

(３) 理由なく必要書類の提出を怠った場合

(４) 関連する各種法令、刑法等の法律又は本規約
に違反した場合

(５) その他、委託組合員の重大な責に帰すべき事
由が発生した場合

３、特別組合員が、労働保険事務の処理の委託を解
除しようとするときは、あらかじめ次条に規定する
手続を行い都道府県労働基準局長の承認を受けなけ
ればならない。

改訂箇所②



旧 条 文 新 条 文 （案）
附則

１、第１条（目的）、第２条-３（労働保険関係等事

務の受託）、第３条-４（委託手続の事務）、第４条

-２（委託の解除及び特別加入からの脱退）、第５条

（特別加入からの脱退手続）、第６条-１・２（賃金

総額等の報告）、第７条-１・２（一括有期事業等の

報告）、第８条-４（被保険者の異動等に関する報告

）、第１０条-４（労働保険料等の納付に関する事項

）、第１１条-１・２（納入告知を受けた場合の事務

）、第１２条-１（督促を受けた場合の事務）、第１

４条（領収書控等の保存）、第１５条-２（労働保険

料等の納付責任）、第１６条（追徴金の納付責任）

、第１７条（延滞金の納付責任）、第１８条（手数

料の額）、第２１条-３（労働保険事務組合労働保険

料特別会計及び労働保険事務組合一般拠出金特別会

計の収入・支出）、第２３条（経理年度）の改正規

定は令和６年１０月１日から実施する。

改訂箇所③



改訂箇所：第１８条 手数料の額

労働保険事務組合規約変更・事務委託手数料の変更について

改訂の理由：業務システムの利用料値上げ、物価上昇等により
現行の手数料体系では今後のサービス維持が困難となるため

附則 別表の改定は、令和７年４月１日より実施する。

（ ）内は旧料金 単位：円（税込）横須賀商工会議所労働保険事務組合事務処理規約別表

末尾0 1,980 2,530 3,740 4,950 5,830
末尾8(海外派遣) (1,466) (1,833) (2,881) (3,981) (4,818)
末尾 船 23,760 30,360 44,880 59,400 69,960

(17,592) (21,996) (34,572) (47,772) (57,816)
1,430 1,980 2,750 3,630 4,730

(1,047) (1,466) (2,095) (2,881) (3,981)
17,160 23,760 33,000 43,560 56,760

(12,564) (17,592) (25,140) (34,572) (47,772)
末尾5 990 1,430 1,870 2,640 3,410
末尾6 (733) (1,047) (1,466) (2,095) (2,881)

11,880 17,160 22,440 31,680 40,920
(8,796) (12,564) (17,592) (25,140) (34,572)

月額

年額

51人以上

末尾2

月額

年額

月額

年額

従業員数
保険区分

1−4⼈ 5−15⼈ 16−30⼈ 31−50⼈



新 規 加 入 会 員 承 認 の 件
新 規 加 入 会 員

（令和６年６月１日～令和６年９月３０日）

協 議 ３

Ｎｏ口数

1 2

2 2

3 2

4 2 3-28

5 2 3-3-3

6 2 6-44-24

7 2 3-16-8

8 2 1-17-3

9 2 1-20-28

10 2 1-70

11 2 4-25-3

12 2 1-56-3

13 2 4-13-18

14 2 4-11-26

15 2 1-20-33

サービス業

ＹＫｔｅｃｈ㈱大津町

浦賀 ㈱リライアブル 齊喜　　潤 金融業

小矢部

野比

矢吹　　豪

津久井

㈱ｼﾞｪﾈﾗﾙｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｴｲｼﾞｪﾝｼｰ

建設業

㈱フットワーク

久保電設

養殖業

建設業

㈲植久

サービス業

津久井

建設業

ダブルクロス

㈱小山ビルド

城　　英雄

久保　俊秋 電気工事業

安浦町

長沢

衣笠栄町 林　　昌功

大町　敏男

好日 飲食業

建設業

建設業

保険代理業

くぼたマリンファーム

島田　昌一

㈱Ａ－ＲＩＳＥ 阿曽　俊也

小山　貴久

窪田　千春

造園業

根岸町

業種

ｏｆｆｉｃｅマリン 不動産賃貸業

Ａ－ｗｏｒｋｓ

浦上台

鴨居

久里浜 鉄道車両部品製造業

佐原

公郷町

企業名

川田　知樹㈱リバーズ

赤平　智和2-16-8-106

代表者名

川村眞律子

3-5-3

兼頭　智子

永井　由美

所在地

㈱ＬＩＮＫ

3-14-2



Ｎｏ口数

16 5 3-11-1

17 2 5-22-7

18 2 1-27-14

19 2 1-4-503

20 2 2-14-1

21 2 4-1

22 2 1-19

23 2 3-37-26

24 4 5-11-3

25 2

26 2

27 2 3-11-9

28 2 1-82

29 5

30 2

31 2

32 2

33 2

TOTAL VINTAGE SELECT

岩戸 建設業

久保　健一

飲食業

音楽制作ｿﾌﾄｳｪｱ販売業

あいおいﾆｯｾｲ同和ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 一ノ瀬　陽 損害保険代理業他

藏原　　功

長井

㈱花山

佐野町

みらいインターナショナル(同)

芦名

パナソニックホームズ㈱

ＨＡＲＵ　ＳＴＵＤＩＯ

指原　寿光

ふくのや

岩戸

長沢

米が浜通

5-2931-68浦郷町

福田　博夫

㈱Ｂａｒ－ｓｏｌ

飲食業

近藤　智平

榎本　靖崇

ＳＩホールディングス㈱

衣服小売業

建設業

川手　　仁

西浦賀

水嶋　泰裕

船舶造修業他㈱双葉塗装

池上

(同)協翔

上町

追浜東町

ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ

1-5-5

根岸町

3-29

(同)建翔 藏原　　功

2-2-15

3-15-23

業種

1-14-10-303佐原

企業名 代表者名所在地

建設業

食品販売業

ダンススタジオ宮川　雄大4REAL DANCE STUDIO 

㈲イノウエ

㈱ヤマダアーキテクト 山田　和仁

森　美喜子

ダンス教室大滝町 YOKOSUKA DANCE STUDIO(同)

ホームページ制作業竹内　陽子

造園土木業

平成町

大矢部

㈲ドゥーイングリハウス 落合　弘明

4-12-32-202

小売業山﨑　早苗

建設業

建設業

ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ﾘｵﾝ

井上　重光

建設業



【特別会員】

Ｎｏ口数

34 2

35 2

36 2

37 2

38 2

39 2

40 2

41 2

42 2

43 2

44 2

45 2

46 2

47 2

48 2

49 2

50 2

51 2

52 2

53 2 豊島区南大塚 3-43-11 (公財)聴覚障害者教育福祉協会 山東　昭子 福祉・教育事業

中央区日本橋浜町 1-12-9 西濃運輸㈱ 渡部工次郎 輸送業

杉並区成田東 5-6-13-201 板倉　健人 不動産賃貸業

新宿区富久町 13-15 わらべや日洋食品㈱ 棚本　　実 調理済食品の製造、販売業

中区太田町 1-10 ㈱シュウゼンｐｌｕｓ 石川　雅英 建設業

ビルメンテナンス業

藤沢市長後

渡辺　　力SHOESHINE CHUM'S BAR

中区本牧町 松村江梨花

飲食業

企業名

5-4-27

建設業1-206-9 日本ﾄﾚｰｻｰｶﾞｽ式漏水調査修理専門ｾﾝﾀｰ㈱

橋本　祐子

鉄工業他

松川　直哉 運送業

仲宗根ﾘｶﾙﾄﾞ

野中　政幸2-29-30磯子区磯子

中田　　剛

髙橋　　慎

㈱ワンツースリー

菓子製造業

ライフプランナー

革製品修理、販売業

解体工事業他

高堀　　篤

業種

新居浜市郷 2-6-5

坂井　知哉

㈱別子飴本舗 越智　秀司

(同)五十嵐工業1401-17

2-2-1

五十嵐　猛

千代田区神田和泉町 1-7-5 ㈱アスクレアインターナショナル

中区本牧宮原

豊島区北大塚 1-19-12

港南区日野中央 3-15-9 ユウセイサービス

綾瀬市深谷中

西区みなとみらい

宜野湾市大山

19-7

日本事業承継支援機構㈱

内装仕上工事業

6-2-101 山木金属㈱

建設業

宮原　雄祐

花木　裕三

船舶修理業

5-12-39

サービス業

建築資材販売業

江田島市江田島町小用 3-17-15 ㈱江田島造船所 出木谷秀雄

代表者名

7-8-8 沖縄西濃運輸㈱

所在地

㈱Ｎ・Ｋ ＳＹＳＴＥＭ462-1

逗子市逗子

鎌倉市二階堂 (同)北條

太田市南矢島町 サービス業



〔加入・増口〕

〔退会・減口〕

〔 退会理由 〕

*内 特別会員

5,028

純減(▲)

▲ 38

24

現在会員数

4,517

497

合計 ▲ 145,014

R5年度末
会員数

正会員

特別会員

4,555

473

178

口数

件数

今回入会

減口

口数

口数 口数件数

112

0

0

口数

地区外移転

343

6(3)

（件数）

27 0

廃業・解散

4

前回承認時会員数

経費削減

累計

件数

298

口数

54

合併

件数

倒産

72 216

口数

前回退会･減口

59

54

口数

加入･増口者

今回退会

（件数）

件数

前回加入･増口

口数

126

19,786口

口数

5,015件

口数

(0)

件数

114

増口

合計総会議決

53

件数

120口

件数

退会･減口者

21

54件

口数

2

53件

127

累計

19,779口127口

件数 件数

R6.9.30現在会員数

5,014件

（497件） （1,534口）



※令和６年度(後期）から入会
Ｎｏ口数

1 2 4-5-6

2 2 1-23-4

3 2 1-9-4

4 2 2-39

5 2

6 2 2-31-10

7 2 2-7

8 2 1-28-5

9 2 1-3

10 2 2-1-30

11 2 3-1

12 2 3-11

13 2 3-41-2

14 2 1-23-16

15 2 1-49-23

【特別会員】

Ｎｏ口数

16 2

17 2

18 2

19 2

20 2

計 ２０件 ４０口

三浦市南下浦町上宮田 3259-6 ㈱Ａｌｏｎｇ ｗｉｔｈ 本目あゆみ 語学教室

港区南青山 3-1-31 ㈱ジーン 林田　洋明 ｗｅｂコンサルティング

三鷹市下連雀

鴨居
秋谷

ＣＯＣＯＲＯ ＰＬＡＣＥ㈱

所在地

Ｌａｚｅｒ Ｚｏｎｅ(同)

長浦町

洋風レストランビーチボーイズ

㈲アートファクトリー

大津町
佐野町
若松町
追浜本町 湘南フィッシュ(同)

1-19-30

本町
不入斗町

企業名

(同)よこすかラボ

業種

井石　進錫

井上エクステリア

娯楽サービス業

サービス業

教育業

福祉・介護事業

建設業

福祉サービス業

森崎

飲食業

舟倉
追浜町

建設業

サービス業

(同)ヴェリティー

三橋　一郎

業種

李　　京支

山岸　章子

㈱創和ハウジング 金木　貴史

伊藤　潤子

BU･OKU KOREAN KITCHEN

広告等制作業

飲食業

秋桜

Ｄｏｇ ｓａｌｏｎ ＡＣＯ

井上　栄一

所在地 企業名 代表者名

久里浜
舟倉

ﾉｯｸｽ ｼﾞｬﾏｰﾙ ﾅﾋﾞｰ

本杉　智毅

看板、標識製作業

ペットサロン

岩永　　正

加藤　　唯

溝口　智子

三田希美子

代表者名

建設業友定　　勝㈱ティーワークス

不動産業

高橋　　慎 鮮魚販売業

日の出町 行政書士小串滋彦事務所 小串　滋彦 行政書士

4-17-10

鶴見区末広町 2-1 ＪＦＥテクノス㈱ 能登　　隆 各種プラント機械設備等修理

神奈川区鶴屋町 2-9-7 リシェスホールディングス㈱ 井出　博之



令和６年度中⼩企業経済団体合同要望の件

⽇時：令和６年７⽉3日（水）11：30〜12：50 ⾃⺠党神奈川県連
令和６年７⽉9日（火）11：45〜12：00 公明党神奈川県連

地域経済の活性化と中小企業・小規模事業者の
成長・持続的発展のための重点要望

⼩泉⾃⺠党県連会⻑に要望書を⼿交する上野県商議所連合会会頭

懇親会の様子 (⾃⺠党) 要望する平松県連副会頭

《平松県連副会頭》
公正なビジネス環境の整備促進
中小企業への価格転嫁は、徐々
に進んでいるが、人件費・資材
高騰のスピードに追いついてい
ない状況。
価格転嫁の継続的な働きかけに
加え、中小企業の新商品・サー
ビス開発に向けた支援策が必要。

《要望経済団体》

県商工会議所連合会
県商工会連合会
県中小企業団体中央会
商連かながわ
県商店街振興組合

(上記５団体)

報 告 １



報 告 ２

【第1回議員交流会】
１．日 時：令和6年10月28日（月）

18：00〜20:00
２．会 場：横須賀甲羅本店

【議員交流会開催趣旨】
１．横須賀商⼯会議所議員の結束強化と交流促進に

関すること
２．経済界の基盤となる会員組織拡充に関すること
３．商⼯会議所活動への⽀援・協⼒に関すること

議員交流会の開催について



報 告 ２

役 職 氏 名 所 属
委 員 ⻑ 濱 田 惠 ⾥ 仲間増強委員会副委員⻑
副 委 員 ⻑ 田 邉 一 三 仲間増強委員会委員
委 員 織 田 俊 美 商業部会部会⻑

〃 小 平 一 穂 ⼯業部会部会⻑
〃 飯 田 昌 興 建設部会部会⻑
〃 仁 平 純 一 ⾦融部会部会⻑
〃 大 野 忠 之 観光サービス部会部会⻑
〃 鈴 木 稔 運輸港湾部会部会⻑
〃 末 吉 敏 道 不動産部会部会⻑
〃 駒 林 和 ⻘年部会⻑
〃 小 谷 光 子 ⼥性会会⻑

横須賀商⼯会議所議員交流委員会 委員名簿(敬称略)

【委員会の設置】
横須賀経済政策委員会「商工会議所の仲間増強委員会」にて、

「議員交流委員会」（委員⻑ 濱⽥惠⾥議員）を新たに設置



報 告 ３

１．日 時：令和6年10月19日（土）10：00～16:00
２．会 場：横須賀商工会議所1階・駐車場

「よこすか産業フェス２０２４」について

本年度のポイント 〜⽬指せ！集客5,000人

・イベント開催時間を1時間延⻑！→来場者増、出店者満⾜度UP
・レゲエイベントで2万⼈の集客⼒をもつミュージシャン

“RUEED”が初登場 →若年層の来場を期待
・吉本芸人イシバシハザマが初登場 →ファミリー層の来場を期待
・市内ダンススクール9チームがパフォーマンスを披露

→関係者・家族が多数来場
・市内フラダンススクール50名以上によるパフォーマンス

→関係者・家族が多数来場
・チラシ24,000枚、ポスター350枚を掲出！

→議員・⻘年部・⼥性会の皆様のご協⼒ありがとうございます




